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令和元年第２回砂川市議会臨時会

令和元年８月９日（金曜日）第１号
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議案第 ３号 工事請負契約の締結について

〇出席議員（１３名）

議 長 水 島 美喜子 君 副議長 増 山 裕 司 君

議 員 中 道 博 武 君 議 員 永 関 博 紀 君

多比良 和 伸 君 佐々木 政 幸 君
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増 井 浩 一 君 北 谷 文 夫 君

沢 田 広 志 君 辻 勲 君

小 黒 弘 君
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〇欠席議員（０名）

〇 議 会 出 席 者 報 告 〇

１．本議会に説明のため出席を求めた者は次のとおりである。

砂 川 市 長 善 岡 雅 文

砂川市教育委員会教育長 髙 橋 豊

砂 川 市 監 査 委 員 栗 井 久 司

砂川市選挙管理委員会委員長 其 田 晶 子

砂 川 市 農 業 委 員 会 会 長 関 尾 一 史

２．砂川市長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

副 市 長 湯 浅 克 己

病 院 事 業 管 理 者 平 林 髙 之

総 務 部 長
熊 崎 一 弘

兼 会 計 管 理 者

市 民 部 長 峯 田 和 興

保 健 福 祉 部 長 中 村 一 久

経 済 部 長 福 士 勇 治

建 設 部 長 近 藤 恭 史

建 設 部 技 監 小 林 哲 也

病 院 事 務 局 長 朝 日 紀 博

病 院 事 務 局 審 議 監 山 田 基

総 務 課 長 東 正 人

政 策 調 整 課 長 井 上 守

３．砂川市教育委員会教育長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

教 育 次 長 河 原 希 之

４．砂川市監査委員の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

監 査 事 務 局 長 山 形 譲

５．砂川市選挙管理委員会委員長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

選挙管理委員会事務局長 熊 崎 一 弘

６．砂川市農業委員会会長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

農 業 委 員 会 事 務 局 長 福 士 勇 治

７．本議会の事務に従事する者は次のとおりである。

事 務 局 長 和 泉 肇

事 務 局 次 長 川 端 幸 人

事 務 局 主 幹 山 崎 敏 彦
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事 務 局 係 長 斉 藤 亜 希 子
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開会 午前１０時００分

◎開会宣告

〇議長 水島美喜子君 ただいまから令和元年第２回砂川市議会臨時会を開会いたします。

◎開議宣告

〇議長 水島美喜子君 本日の会議を開きます。

◎日程第１ 会議録署名議員指名

〇議長 水島美喜子君 日程第１、会議録署名議員指名を議題とします。

会議録署名議員は、会議規則第７８条の規定により、北谷文夫議員及び中道博武議員を

指名します。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。

◎日程第２ 会期の決定

〇議長 水島美喜子君 日程第２、会期の決定を議題とします。

お諮りします。

今臨時会の会期は、８月９日の１日間にしたいと思います。ご異議ありませんでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、会期は１日間と決定いたしました。

◎日程第３ 議案第１号 工事請負契約の締結について

議案第２号 工事請負契約の締結について

議案第３号 工事請負契約の締結について

〇議長 水島美喜子君 日程第３、議案第１号 工事請負契約の締結について、議案第２

号 工事請負契約の締結について、議案第３号 工事請負契約の締結についての３件を一

括議題とします。

各議案に対する提案者の説明を求めます。

総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 （登壇） 私から議案第１号から議案第３号の工事請負契約の

締結について一括でご説明申し上げます。

提案の理由は、砂川市庁舎建設に係る建築主体工事、機械設備工事その２、電気設備工

事その１の３件の工事について請負契約を締結するため、それぞれの工事の落札業者と令

和元年８月５日に仮契約を締結したところでございますが、３件とも議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条に規定する予定価格１億５，０００万
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円以上の工事請負契約に該当することから、議会の議決を求めるものでございます。

議案第１号につきましては、工事名は砂川市庁舎建設工事（建築主体工事）であります。

請負金額は２０億９，０００万円であり、工事期間は契約締結の翌日から令和３年３月３

１日までであり、契約の相手方は岩田地崎・林工務店・水島特定建設工事共同企業体、代

表者は札幌市中央区北２条東１７丁目２番地、岩田地崎建設株式会社代表取締役社長、岩

田圭剛氏であります。工事概要は、新庁舎本体工事、南側敷地造成工事であります。

続きまして、議案第２号につきましては、工事名は砂川市庁舎建設工事（機械設備工事

その２）、請負金額は３億７，９５０万円であり、工事期間は契約締結の翌日から令和３

年３月３１日までであり、契約の相手方は五建・東洋特定建設工事共同企業体、代表者は

札幌市白石区中央２条２丁目１番１号、五建工業株式会社札幌支店常務取締役支店長、小

賀泰洋氏であります。工事概要は、給排水衛生、給油及び地中熱ヒートポンプ設備工事で

あります。

続きまして、議案第３号につきましては、工事名、砂川市庁舎建設工事（電気設備工事

その１）、請負金額は４億１，６９０万円であり、工事期間は契約締結の翌日から令和３

年３月３１日までであり、契約の相手方は増井・平尾特定建設工事共同企業体、代表者、

砂川市西２条南３丁目１番２号、増井電機株式会社代表取締役、増井和泰氏であります。

工事概要は、電灯、動力、受変電、自家発電、構内情報、映像・音響、拡声、誘導支援、

入退室管理、火災報知設備等工事であります。

なお、本議案に係る工事入札は低入札価格調査制度で執行したものであり、このほか砂

川市庁舎建設工事（機械設備工事その１）についても執行いたしましたが、最低価格入札

者の入札金額が低入札価格調査基準を下回ったため、保留としております。現在その入札

金額で適正な工事の履行が可能であるかについて調査を実施しております。調査にはおお

よそ４週間ほど要すると考えており、落札者決定後に改めて議会の議決を求めるものでご

ざいます。なお、このことが庁舎建設工事の工期に影響を与えるものではございません。

以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 以上で提案説明を終わります。

これより各議案に対する一括質疑に入ります。

質疑はありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、議案第１号の討論に入ります。

討論はありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第１号を採決します。
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本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第２号の討論に入ります。

討論はありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第２号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第３号の討論に入ります。

討論はありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第３号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

◎閉会宣告

〇議長 水島美喜子君 以上で日程の全てを終了いたしました。

これで令和元年第２回砂川市議会臨時会を閉会いたします。

閉会 午前１０時０８分
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。

令和元年８月９日

砂川市議会議長

砂川市議会議員

砂川市議会議員


